
（別添５）

高齢者権利擁護等推進事業実施要綱

１ 目的

介護保険法の改正や「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法

律」（平成17年11月９日法律第124号。以下「高齢者虐待防止法」という。）の施行に

伴い、「高齢者の尊厳の保持」の視点に立って、虐待防止及び虐待を受けた高齢者の被

害の防止や救済を図るための成年後見などの高齢者の権利擁護のための取組を推進する

ことが重要である。

本事業は、介護施設従事者に対する研修を実施し、身体拘束の廃止に向けた取組など

介護現場での権利擁護のための取組を支援するとともに、各都道府県による地域の実情

に応じた専門的な相談体制等の整備、虐待を受けた高齢者の緊急時における一時保護を

行うための施設の確保及び市民後見人養成研修の実施など、各都道府県における高齢者

の権利擁護のための取組を推進することを目的とするものである。

２ 実施主体

この事業の実施主体は、都道府県とする。ただし、事業運営の一部を適切な事業運営

が確保できると認められる関係団体等に委託することができるものとする。

この場合において、実施主体はその委託先に対し、当該事業が適正かつ効果的に行わ

れるように指導監督するものとする。

また、３(２)イ(ア)の看護指導者養成研修については、都道府県は、看護職の教育及

び研修について十分な知見及び実績を有すると認めた全国組織に委託して実施するもの

とする。

３ 事業内容

（１）身体拘束ゼロ作戦推進会議の開催

身体拘束廃止に関する相談を行うに当たり、関係機関との連絡調整及び相談機能の

強化を図ること、市町村が実施する身体拘束の相談窓口の設置に対する支援を行うこ

と等のため、介護保険施設関係者、居宅介護サービス事業者、関係団体、行政関係者､

利用者代表等で構成される身体拘束ゼロ作戦推進会議を開催する。

（２）介護施設・サービス事業従事者の権利擁護推進事業

ア 権利擁護推進員養成研修

介護施設等（介護保険法第８条各項に規定される事業、老人福祉法第５条の３に

規定される「老人福祉施設」及び同法第29条に規定される「有料老人ホーム」をい

う。以下同じ。）の施設長、介護主任等、施設内において指導的立場にある者を対

象とし、講義・演習・自施設実習を通じて、高齢者虐待防止法の趣旨の理解及び利

用者の権利擁護の視点に立った介護に関する実践的手法を修得させることにより、

介護現場での権利擁護のための取組を指導する人材を養成する。

なお、本事業については、別紙１を参考に実施するものとする。



イ 看護職員研修

介護施設等の看護職員を対象として、講義・演習を通じて、医療的な観点からの

権利擁護の視点に立った介護に関する実践的、専門的手法を修得し、介護現場での

権利擁護のための取組を行う人材を養成することを目的とし、下記の二つの事業を

実施する。

なお、本事業については、別紙２を参考に実施するものとする。

（ア）看護指導者養成研修

各都道府県において看護の指導的立場にある者を対象に、医療的な観点から介

護施設等における権利擁護の取組に必要な専門的知識・技術を修得するため

の研修を実施することにより、各都道府県で実施される看護実務者研修の企画・立

案への参画、又は講師となり、さらに地域における権利擁護等に関する情報共有

・ 連携等のネットワークを構築し推進できる人材を養成する。

（イ）看護実務者研修

介護施設等の現場において、実際に権利擁護の取組を担当する看護職員（看護

主任等）を対象に、医療的な観点からの取組を行うために必要な実践的な知識・

技術を修得させる。

（３）権利擁護相談支援事業

本事業は、各都道府県において、高齢者虐待を中心とした権利擁護に関する専門的

相談体制を構築し、管内の権利擁護の取組を推進することを目的とし、下記の事業を

実施する。

ア 権利擁護相談窓口の設置

各都道府県は、管内の権利擁護に関係する関係団体等との密接な連携の下、弁護

士、司法書士、社会福祉士等の専門職による専門相談員を配置した権利擁護相談窓

口を設置する。

権利擁護相談窓口及び専門相談員は、次のような業務を行うものとする。

・ 成年後見制度の手続きなど、高齢者の権利擁護に関する高齢者本人やその家

族に対する専門的な相談

・ 虐待防止ネットワークの構築、虐待対応等困難事例への対応における支援な

ど、高齢者虐待防止・権利擁護対応に関わる市町村及び地域包括支援センター

への助言及び支援

・ その他、高齢者の権利擁護に関する必要な業務

など。

イ 権利擁護に関する普及啓発

都道府県内の権利擁護の取組を推進するため、高齢者虐待の防止や成年後見制度

等に係る理解の普及・取組の推進を目的としたシンポジウムや市町村、地域包括支

援センター等の職員を対象とした事例報告（検討）会等を開催する。

なお、従前より実施されている「身体拘束廃止事例等報告検討会」は、引き続き、

本事業において実施するものとする。

ウ その他権利擁護推進のために実施主体が必要と認める事業



（４）権利擁護強化事業

本事業は、市町村における高齢者虐待の防止等に関する取組の支援を目的として、

単独の市町村では対応が困難な広域的な課題や専門的な知識を要する事案等に適切に

対応できる職員を配置することなどにより、都道府県の体制強化等を図るものであり､

具体的には下記の事業を実施する。

ア 被虐待高齢者を保護するための措置を行う居室の広域的確保のための調整

イ 病院など関係機関等との連携による広域的調整

ウ 市町村における困難事例に対する具体的な助言や支援

エ 市町村における虐待対応事例の収集、蓄積及び内容の分析

オ その他高齢者虐待の防止等に関する市町村への広域的な支援に資する取組とし

て実施主体が必要と認める事業

（５）高齢者虐待防止シェルター確保事業

高齢者が養護者や養介護施設従事者等から虐待を受け、市町村長が保護・分離の措

置等を講ずる際に、当該措置がなされるまでの間、都道府県が広域的な観点から、民

間宿泊施設や介護保険施設等の借り上げを行うなど、緊急一時的に高齢者を避難させ

るための場所を確保するための事業を実施する。

（６）都道府県市民後見人育成事業

市町村における市民後見の取組を支援するため、市町村が単独では市民後見人の育

成が困難な場合などに、都道府県が広域的な支援の観点から、市民後見人の養成や活

動支援を行うための事業を実施する。

ア 市民後見人養成のための研修の実施

（ア）研修対象者

市民後見人として活動することを希望する都道府県内の住民

（イ）研修内容等

都道府県は、それぞれの地域の実情に応じて、市民後見人の業務を適正に行う

ために必要な知識・技能・倫理が修得できる内容である研修カリキュラムを作成

するものとする。

イ 市民後見人が円滑に後見等の業務を行うための支援

弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門職により、市民後見人が困難事例等に円

滑に対応できるための支援体制の構築 等

ウ その他

都道府県は、管内市町村の市民後見の取組を支援する方策を検討するなど、市町

村における取組が円滑に実施されるよう、別添４の｢都道府県認知症施策推進事業｣

も活用すること。



（別紙１）

権利擁護推進員養成研修事業の実施について

(1) 研修対象者

介護施設等の施設長、介護主任等、身体拘束廃止などの高齢者の権利擁護のための

取組を施設内で指導的立場から推進することができる職員。

(2) 研修内容

研修対象者に対して、標準的な研修カリキュラム(別記)に基づき、介護施設等にお

ける権利擁護の推進について、講義・演習・自施設実習を通じて、取組に必要な姿勢・

実践的手法を修得させる。

(3) 受講の手続き等

ア 受講の手続きは、所属の介護施設等の長を通じて実施主体の長に申し出るものと

する。

イ 実施主体の長は、受講の申し込みに基づき、受講生を決定し、研修生として登録

する。

(4) 修了証書の交付等

ア 実施主体の長は、研修修了者に対し、別途定める様式に準じ修了証書を交付する

ものとする。

イ 実施主体の長は、研修修了者について、修了証書番号、修了年月日、氏名、生年

月日等必要事項を記入した名簿を作成し管理する。

(5) 実施上の留意事項

実施主体の長は、本事業の実施を関係団体等に委託する場合については、当該団体

と密接な連携を図るものとする。



(別記)

権利擁護推進員養成研修事業における標準的な研修カリキュラム例

１ 実施形態

講義、演習により行う。

２ 受講人数 ２０名程度（１回）

３ 標準的な研修カリキュラム

研 修 内 容 時間数

１日目 講義 ４時間
目的）介護に関する最新の考え方を知り、高齢者の権

利擁護のための課題解決の考え方を修得する。
講義内容例）

○ 高齢者虐待防止法について
○ 高齢者の権利擁護について
○ 高齢者介護と身体拘束廃止について
○ 身体拘束廃止のための課題解決の考え方

２日目 演習１（施設見学及び意見交換） １日
目的）都道府県内で取組を進めている施設の見学及び

見学に基づいた意見交換を行うことにより、受講
者が自施設での現状分析を行い、取組に向けた課
題整理を行う。

３日目 演習２（取組に向けたロールプレイ等） １日
目的）演習１で整理・認識した課題等を念頭に、高齢

者の権利擁護の推進に向けた視点と問題解決能力
を修得する。

演習内容例）
○ 対象者に対する理解を深めるロールプレイ
○ 施設内における高齢者の権利擁護のための取組

自施設実習 60日

４日目 演習３（報告会・意見交換等） １日
目的）本研修で修得した知識や技術を踏まえ、自施設

における実習(取組の推進)成果について報告する
とともに、その取組過程における問題点や解決方
法等について意見交換を行う。



４ 標準的な修了証書様式

第 号

修 了 証 書

氏 名

生年月日 昭和 年 月 日

あなたは、厚生労働省の定める権利擁護推進員養成研修を修了した

ことを証します。

平成 年 月 日

○ ○ 県知事

○ ○ ○ ○



（別紙２）

看護職員研修事業の実施について

１ 看護指導者養成研修

(1) 研修対象者

各都道府県において、介護施設等における看護の指導的立場にある者。

(2) 研修内容

研修対象者に対して、介護施設等における利用者の権利擁護等を推進するために必

要な看護職としての専門的な知識・技術の修得並びに研修プログラム作成方法及び教

育技術を修得させ、さらに地域における権利擁護等の情報共有・連携等のネットワー

クを構築し推進できるよう実践的な知識・技術を理解させる。

(3) 研修受託機関

看護職の教育及び研修について十分な知見及び実績を有する全国組織であって、各

都道府県が本研修の実施を委託した機関（以下「研修受託機関」という）。

(4) 受講手続等

受講の手続等については、研修受託機関の研修要項に基づき行う。

(5) 修了証書の交付等

ア 研修受託機関の長は、研修修了者に対し、別途定める様式に準じ修了証書を交付

するものとする。

イ 実施主体の長及び研修受託機関の長は、研修修了者について、修了証書番号、修

了年月日、氏名、生年月日等必要事項を記入した名簿を作成し管理する。

(6) 実施上の留意事項

ア 本研修参加者の選定については、公益社団法人日本看護協会及び介護保険施設関

連団体等の各都道府県支部と十分な連携を図ること。

イ 研修参加者は、派遣費用、宿泊費用の他、研修の実施に必要な費用のうち教材等

にかかる実費相当分について負担するものとする。

ウ 本研修は、都道府県が実施する看護実務者研修の指導者を養成する研修という性

格から、都道府県は研修参加者の経費負担の軽減に努めることが望ましい。

２ 看護実務者研修

(1) 研修対象者

介護施設等の現場において、実際に権利擁護の取組を担当する看護職員（看護主任

等）。

(2) 研修内容

研修対象者に対して、標準的な研修カリキュラム(別記)に基づき、介護施設等にお

ける利用者の権利擁護の取組を推進するために必要な看護職として、医療的な観点か

ら身体拘束廃止の取組を行うための実践的な知識・技術を修得させる。

(3) 受講の手続き等

ア 受講の手続きは、所属の介護施設等の長を通じて実施主体の長に申し出るものと



する。

イ 実施主体の長は、受講の申し込みに基づき、受講生を決定し、研修生として登録

する。

(4) 修了証書の交付等

ア 実施主体の長は、研修修了者に対し、別途定める様式に準じ修了証書を交付する

ものとする。

イ 実施主体の長は、研修修了者について、修了証書番号、修了年月日、氏名、生年

月日等必要事項を記入した名簿を作成し管理する。

(5) 実施上の留意事項

ア 実施主体の長は、看護指導者養成研修修了者を有効活用するとともに、公益社団

法人日本看護協会の各都道府県支部、介護保険施設関連団体等と密接な連携を図る

ものとする。



(別記)

看護実務者研修における標準的な研修カリキュラム例

１ 実施形態

講義、演習により行う。

２ 受講人数 ５０名程度（１回）

３ 標準的な研修カリキュラム

研 修 内 容

目的）介護保険施設等における看護職員の業務や役割、最新の看護手【講義】

法、介護職員との連携等について修得するとともに、介護現場に

おける身体拘束の捉え方や介護保険における身体拘束の位置付け

等について基礎的な知識を修得する。また、それぞれの業務を再

考することにより、身体拘束がどのような場面で、またどのよう

な原因で行われるかについて再整理するとともに、利用者の立場

に立ったケアのあり方について修得する。

講義内容例）

○ 介護保険制度における介護保険施設等の役割について

○ 介護保険施設等における看護職員の役割等について

○ 介護保険における身体拘束の位置付け等について

○ 身体拘束廃止に向けた視点と問題解決能力について

○ 身体拘束を行わないための環境整備等について

○ 施設利用者もしくは家族による講演 等

目的）介護保険施設等における身体拘束廃止に向けた看護の具体的方【演習】

法、看護職員の関わり等に関して、受講者が勤務する各施設にお

ける問題点を整理し、介護保険施設等の看護における具体的な取

組み方法を検討する。

講義内容例）

○ 小グループによるグループワーク 等



４ 標準的な修了書様式

○ 看護指導者養成研修修了証書様式

第 号

修 了 証 書

氏 名

生年月日 昭和 年 月 日

あなたは厚生労働省の定める看護指導者養成研修を修了したことを

証します

平成 年 月 日

研修受託機関の長

○ ○ ○ ○

○ 看護実務者研修修了証書様式

第 号

修 了 証 書

氏 名

生年月日 昭和 年 月 日

あなたは厚生労働省の定める看護実務者研修を修了したことを

証します

平成 年 月 日

○ ○ 県知事

○ ○ ○ ○


